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令和５年７月１４日 

「悪質商法から身を守るには」 

（第１回くらしの安心カレッジ）を開催します 

 

 宅配便の偽メール、ネット通販、高額な副業サイトなど、悪質商法の手口は、年々、

巧妙化しており、私たちの身近でも様々なトラブルが発生しています。 

これらの消費者トラブルへの注意を促すため、弁護士と消費生活相談員が「悪質

商法から身を守るためのポイント」を説明する講座を開催します。 

  

記 

 

１ 日 時   令和５年７月２０日（木）１４時から１５時３０分 

 

２ 場 所   明日都浜大津 ふれあいプラザ４階 ホール 

 

３ 内 容   最近の悪質商法の具体的な事例と対処方法 

         

４ 講 師   滋賀弁護士会弁護士 平塚 崇 氏 

              

５ 参加料   無料 

 

６ 定 員   ４０名  

 

７ 申込方法  電話申込 ：大津市消費生活センター（077-528-2662） 

         

 

 

お問い合わせ先 

担当者 消費生活センター 担当： 吉田・龍池 

連絡先 077-528-2662 内線 18320 

総合計画 

位置付け 

基本方針 基本政策 施策 
取組の

方向性 
主な取組 
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